
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

局
長
（
行
政
職
九
級

の
職
に
あ
る
も
の
）

二
種

局
長

三
種

局
長

三
種

「

「
を

に
改
め
、
同
部
の
保
健
所
の

」

」

所
長
（
医
療
職
㈠
四
級
の
う

ち
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県

人
事
委
員
会
規
則
第
十
一

号
）
別
表
第
三
に
規
定
す
る

部
長
級
の
職
に
あ
る
も
の
）

二
種

所
長
（
医
療
職
㈠
四
級
の
う

ち
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規

則
別
表
第
三
に
規
定
す
る
次

長
級
の
職
に
あ
る
も
の
）

三
種

所
長
（
医

療
職
㈠
四

級
の
う
ち

人
事
委
員

会
が
指
定

す
る
職
に

あ
る
者
）

三
種

「

「
を

に
改
め
、
同
部
の
こ
ど
も

」

」

課
長

五
種

課
長

五
種

参
事
（
総
括
）

七
種

「

「

を

に
改
め
、
同
表
の
教
育
委
員
会
の
部
の
本
庁
の
項
中

」

」

人
事
委
員
会
規
則

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
六

〇
人
事
委
員
会
規
則

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
及
び
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
知
事
の
事
務
部
局
の
部
の
本
庁
の
項
中
「
参
事
（
総
括
）
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
政
策

監
」
を
、
「
地
域
保
健
推
進
監
」
の
下
に
「
、
介
護
シ
ス
テ
ム
改
革
推
進
監
」
を
加
え
、
同
部
の
振
興
局
の

項
中

項
中

・
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
セ
ン
タ
ー
長
」
の
下
に
「
、
副
セ
ン
タ
ー
長
」
を
加
え
、
「
二
種
」

を
「
三
種
」
に
、
「
副
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
支
所
長
」
に
、
「
室
長
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
同
部
の
消
費

生
活
・
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ザ
の
項
中
「
、
室
長
」
を
削
り
、
同
部
の
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
中
「
、
部

長
」
を
削
り
、
同
表
の
監
査
委
員
事
務
局
の
部
中

理
事

二
種

「

「

目

次

令

和

七

年

（ 月 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

二
五

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一



教
育
次
長
、

参
事
監

三
種

教
育
次
長
、

参
事
監

三
種

を

に
改
め
、
「
参
事
（
人
事
委
員
会
が

」

」

遠
隔
教
育
配
信
セ
ン
タ
ー

所
長

六
種

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

換
算
率

１００／
１００

１００／
１００

以
下

１００／
１００

以
下

１００／
１００

以
下

５０
／
１００

以
下

経
歴

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直

接
役
立
つ
と
認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事

し
た
期
間
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
者
と

し
て
職
務
に
従
事
し
た
期
間
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
期
間
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
期
間

学
校
又
は
学
校
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
け
る
在
学
期
間
（
正
規
の
修
学
年
数
内
の
期
間

に
限
る
。
）

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直

接
役
立
つ
と
認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事

し
た
期
間

そ
の
他
の
期
間

国
、
地
方
公
共
団
体
、
旧
公
共
企
業
体
、
政
府

関
係
機
関
、
外
国
政
府
又
は
民
間
に
お
け
る
企

業
体
、
団
体
等
の
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間

そ
の
他
の
期
間

別
表
第
四
経
験
年
数
換
算
表
（
第
六
条
関
係
）

高
校
卒

二
級
五
号
給

海
員
学
校
卒

一
級
九
号
給

中
学
卒

一
級
五
号
給

高
校
卒

二
級
五
号
給

「

「
を

に
改
め
る
。

」

」

指
定
す
る
職
に
あ
る
も
の
）
、
」
を
削
り
、
総
務
企
画
監
の
下
に
「
、
教
育
Ｄ
Ｘ
企
画
監
」
を
加
え
、
同
部

の
教
育
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
の
教
育
委
員
会
の
部
の
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
、
参
事
（
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る

職
に
あ
る
も
の
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
の
う
ち
、
職
員
の
給
与

の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
管

理
職
手
当
に
係
る
区
分
が
一
種
、
二
種
又
は
三
種
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を
削
る
。

第
四
十
一
条
中
「
降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給
下
位
の
号
給
（
当
該
受
け
て
い

た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上
位
の
号
給
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

最
低
の
号
給
）
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
給
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給
下
位
の

号
給
（
当
該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上
位
の
号
給
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
給
）

二

行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
十
四

条
各
号
に
掲
げ
る
職
員

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
一
号
給
下
位
の
号
給

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
六
の
５
の
表
の
船
員
の
項
中

別
表
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二



昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １ ２

３ １ １ １ １ １ １ １ ３

４ １ １ １ １ １ １ １ ４

５ １ １ １ １ １ １ １ ５

６ １ １ １ １ １ １ １ ５

７ １ １ １ １ １ １ １ ５

８ １ １ １ １ １ １ １ ５

９ １ １ １ １ １ １ １ ５

１０ １ １ １ ２ １ １ １

１１ １ １ １ ３ １ １ １

１２ １ １ １ ４ １ １ １

１３ １ １ １ ５ １ １ ２

１４ １ １ １ ６ ２ １ ２

１５ １ １ １ ７ ３ １ ２

１６ １ １ １ ８ ４ １ ２

１７ １ １ １ ９ ５ １ ２

１８ １ １ １ １０ ６ ２ ３

１９ １ １ １ １１ ７ ３ ３

２０ １ １ １ １２ ８ ４ ３

２１ １ １ １ １３ ９ ５ ３

２２ １ ２ ２ １４ １０ ５ ４

２３ １ ３ ３ １５ １１ ６ ４

２４ １ ４ ４ １６ １２ ６ ４

２５ １ ５ ５ １７ １３ ７ ４

２６ １ ６ ６ １８ １４ ７ ４

２７ １ ７ ７ １９ １５ ８ ４

２８ １ ８ ８ ２０ １６ ８ ４

２９ １ ９ ９ ２１ １７ ９ ５

３０ １ １０ １０ ２２ １８ ９ ５

３１ １ １１ １１ ２３ １９ １０ ５

３２ １ １２ １２ ２４ ２０ １０ ５

３３ １ １３ １３ ２５ ２１ １１ ５

３４ ２ １４ １４ ２６ ２２ １１ ５

３５ ３ １５ １５ ２７ ２３ １２ ５

３６ ４ １６ １６ ２８ ２４ １２ ５

３７ ５ １７ １７ ２９ ２５ １３ ５

３８ ６ １８ １８ ３０ ２６ １３ ５

３９ ７ １９ １９ ３１ ２７ １３ ５

４０ ８ ２０ ２０ ３２ ２８ １３ ５

別表第七 昇格時号給対応表（第二十二条関係）
イ 行政職給料表昇格時号給対応表

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

三



４１ ９ ２１ ２１ ３３ ２９ １４ ５

４２ １０ ２２ ２２ ３４ ２９ １４ ５

４３ １１ ２３ ２３ ３５ ３０ １４ ５

４４ １２ ２４ ２４ ３６ ３０ １４ ５

４５ １３ ２５ ２５ ３７ ３１ １５ ５

４６ １４ ２６ ２６ ３８ ３１ １５

４７ １５ ２７ ２７ ３９ ３２ １５

４８ １６ ２８ ２８ ４０ ３２ １５

４９ １７ ２９ ２９ ４１ ３３ １５

５０ １８ ３０ ３０ ４２ ３３ １５

５１ １９ ３１ ３１ ４３ ３４ １５

５２ ２０ ３２ ３２ ４４ ３４ １５

５３ ２１ ３３ ３３ ４５ ３５ １５

５４ ２１ ３３ ３４ ４６ ３５ １５

５５ ２２ ３４ ３５ ４７ ３６ １５

５６ ２２ ３４ ３６ ４８ ３６ １５

５７ ２３ ３５ ３７ ４９ ３７ １５

５８ ２３ ３５ ３７ ５０ ３７ １５

５９ ２４ ３６ ３７ ５１ ３８ １５

６０ ２４ ３６ ３８ ５２ ３８ １５

６１ ２５ ３７ ３８ ５３ ３８ １５

６２ ２５ ３８ ３８ ５４ ３８ １５

６３ ２６ ３９ ３９ ５５ ３８ １５

６４ ２６ ４０ ３９ ５６ ３８ １５

６５ ２７ ４１ ３９ ５７ ３８ １５

６６ ２７ ４１ ４０ ５８ ３８ １６

６７ ２８ ４２ ４０ ５９ ３８ １６

６８ ２８ ４２ ４０ ６０ ３８ １６

６９ ２９ ４３ ４１ ６０ ３９ １６

７０ ２９ ４３ ４１ ６０ ３９ １６

７１ ２９ ４４ ４１ ６０ ３９ １６

７２ ３０ ４４ ４２ ６０ ３９ １６

７３ ３０ ４５ ４２ ６１ ３９ １７

７４ ３０ ４５ ４２ ６１ ３９

７５ ３１ ４５ ４３ ６１ ３９

７６ ３１ ４５ ４３ ６１ ３９

７７ ３１ ４５ ４３ ６１ ３９

７８ ３２ ４６ ４４ ６２ ３９

７９ ３２ ４６ ４４ ６２ ３９

８０ ３２ ４６ ４４ ６２ ３９

８１ ３３ ４６ ４５ ６３ ４０

８２ ３３ ４６ ４５ ６４ ４０

８３ ３３ ４７ ４５ ６５ ４０

８４ ３４ ４７ ４５ ６６ ４０

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

四



８５ ３４ ４７ ４６ ６７ ４１

８６ ３４ ４７ ４６ ６８ ４１

８７ ３５ ４７ ４６ ６９ ４１

８８ ３５ ４８ ４６ ７０ ４１

８９ ３５ ４８ ４７ ７１ ４１

９０ ３６ ４８ ４７ ７２

９１ ３６ ４８ ４７ ７３

９２ ３６ ４８ ４７ ７４

９３ ３７ ４９ ４７ ７５

９４ ４９ ４７

９５ ４９ ４７

９６ ４９ ４８

９７ ４９ ４８

９８ ５０ ４８

９９ ５０ ４８

１００ ５０ ４８

１０１ ５０ ４８

１０２ ５０ ４８

１０３ ５１ ４９

１０４ ５１ ４９

１０５ ５１ ４９

１０６ ５１ ４９

１０７ ５１ ４９

１０８ ５２ ４９

１０９ ５２ ４９

１１０ ５２

１１１ ５２

１１２ ５２

１１３ ５２

１１４ ５２

１１５ ５２

１１６ ５２

１１７ ５３

１１８ ５３

１１９ ５３

１２０ ５３

１２１ ５３

１２２ ５３

１２３ ５３

１２４ ５３

１２５ ５３

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

五



昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ １ １ １

７ １ １ １ １

８ １ １ １ １

９ １ １ １ １

１０ １ １ １ １

１１ １ １ １ １

１２ １ １ １ １

１３ １ １ １ ２

１４ １ １ １ ２

１５ １ １ １ ２

１６ １ １ １ ２

１７ １ １ １ ２

１８ １ １ １ ２

１９ １ １ １ ２

２０ １ １ １ ３

２１ １ １ １ ３

２２ １ １ １ ３

２３ １ １ １ ３

２４ １ １ １ ３

２５ １ １ １ ３

２６ ２ １ ２ ３

２７ ３ １ ３ ４

２８ ４ １ ４ ４

２９ ５ １ ５ ４

３０ ６ １ ６ ４

３１ ７ １ ７ ４

３２ ８ １ ８ ４

３３ ９ １ ９ ４

３４ １０ １ １０ ５

３５ １１ １ １１ ５

３６ １２ １ １２ ５

３７ １３ １ １３ ５

３８ １４ １ １３ ５

３９ １５ １ １４ ５

４０ １６ １ １４ ５

ロ 研究職給料表昇格時号給対応表

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

六



４１ １７ １ １５ ６

４２ １７ ２ １５ ６

４３ １８ ３ １６ ６

４４ １８ ４ １６ ６

４５ １９ ５ １７ ６

４６ １９ ６ １８ ６

４７ ２０ ７ １９ ６

４８ ２０ ８ ２０ ６

４９ ２１ ９ ２１ ６

５０ ２２ ９ ２１ ７

５１ ２３ ９ ２１ ７

５２ ２４ １０ ２２ ７

５３ ２５ １０ ２２ ７

５４ ２５ １０ ２２ ７

５５ ２６ １１ ２３ ７

５６ ２６ １１ ２３ ７

５７ ２７ １１ ２３ ７

５８ ２７ １２ ２４

５９ ２８ １２ ２４

６０ ２８ １２ ２４

６１ ２９ １３ ２５

６２ ２９ １３ ２５

６３ ２９ １４ ２６

６４ ３０ １４ ２６

６５ ３０ １５ ２６

６６ ３０ １５ ２６

６７ ３１ １６ ２７

６８ ３１ １６ ２７

６９ ３１ １７ ２７

７０ ３２ １７ ２８

７１ ３２ １７ ２８

７２ ３２ １８ ２８

７３ ３３ １８ ２９

７４ ３３ １８ ２９

７５ ３４ １９ ２９

７６ ３４ １９ ３０

７７ ３５ １９ ３０

７８ ３５ ２０ ３０

７９ ３６ ２０ ３１

８０ ３６ ２０ ３１

８１ ３７ ２１ ３１

８２ ３７ ２２ ３２

８３ ３８ ２３ ３２

８４ ３８ ２４ ３２

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

七



８５ ３９ ２５ ３３

８６ ３９ ２５

８７ ４０ ２５

８８ ４０ ２５

８９ ４１ ２６

９０ ４１ ２６

９１ ４２ ２６

９２ ４２ ２６

９３ ４３ ２７

９４ ４３ ２７

９５ ４４ ２７

９６ ４４ ２７

９７ ４５ ２８

９８ ４６ ２８

９９ ４７ ２８

１００ ４８ ２８

１０１ ４９ ２９

１０２ ５０ ２９

１０３ ５１ ２９

１０４ ５２ ３０

１０５ ５３ ３０

１０６ ５３ ３０

１０７ ５３ ３０

１０８ ５４ ３０

１０９ ５４ ３１

１１０ ５４ ３１

１１１ ５５ ３１

１１２ ５５ ３１

１１３ ５５ ３１

１１４ ５６ ３２

１１５ ５６ ３２

１１６ ５６ ３２

１１７ ５７ ３２

１１８ ５７ ３２

１１９ ５８ ３３

１２０ ５８ ３３

１２１ ５９ ３３

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

八



昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ １ １ １

１１ １ １ １

１２ １ １ １

１３ １ １ １

１４ １ １ １

１５ １ １ １

１６ １ １ １

１７ １ １ １

１８ １ １ １

１９ １ １ １

２０ １ １ １

２１ １ １ １

２２ １ ２ １

２３ １ ３ １

２４ １ ４ ２

２５ １ ５ ２

２６ １ ６ ２

２７ １ ７ ３

２８ １ ８ ３

２９ １ ９ ３

３０ １ １０ ３

３１ １ １１ ４

３２ １ １２ ４

３３ １ １３ ４

３４ ２ １４ ５

３５ ３ １５ ５

３６ ４ １６ ５

３７ ５ １７ ５

３８ ６ １８ ５

３９ ７ １９ ５

４０ ８ ２０ ５

ハ 医療職給料表㈠昇格時号給対応表

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

九



４１ ９ ２１ ５

４２ １０ ２１ ５

４３ １１ ２２ ５

４４ １２ ２２ ５

４５ １３ ２３ ５

４６ １３ ２３ ５

４７ １３ ２４ ５

４８ １４ ２４ ５

４９ １４ ２５ ５

５０ １４ ２５ ５

５１ １４ ２６ ５

５２ １５ ２６ ５

５３ １５ ２７ ５

５４ １５ ２７ ５

５５ １５ ２８ ５

５６ １６ ２８ ５

５７ １６ ２９ ５

５８ １６ ２９ ５

５９ １６ ２９ ５

６０ １７ ３０ ５

６１ １７ ３０ ５

６２ １７ ３０ ５

６３ １８ ３１ ５

６４ １８ ３１ ５

６５ １９ ３１ ５

６６ ３２ ５

６７ ３２ ５

６８ ３２ ５

６９ ３２ ５

７０ ３２ ５

７１ ３３ ５

７２ ３３ ５

７３ ３３ ５

７４ ３３

７５ ３３

７６ ３４

７７ ３４

７８ ３４

７９ ３４

８０ ３４

８１ ３５

８２ ３５

８３ ３５

８４ ３５

８５ ３５

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

一
〇



昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １

１０ １ １ １ １ １ １

１１ １ １ １ １ １ １

１２ １ １ １ １ １ １

１３ １ １ １ １ １ １

１４ １ １ ２ １ １ １

１５ １ １ ３ １ １ １

１６ １ １ ４ １ １ １

１７ １ １ ５ １ １ １

１８ １ １ ６ １ １ １

１９ １ １ ７ １ １ １

２０ １ １ ８ １ １ １

２１ １ １ ９ １ １ １

２２ ２ ２ １０ ２ ２ ２

２３ ３ ３ １１ ３ ３ ３

２４ ４ ４ １２ ４ ４ ４

２５ ５ ５ １３ ５ ５ ５

２６ ６ ６ １４ ６ ６ ５

２７ ７ ７ １５ ７ ７ ６

２８ ８ ８ １６ ８ ８ ６

２９ ９ ９ １７ ９ ９ ７

３０ １０ １０ １８ １０ １０ ７

３１ １１ １１ １９ １１ １１ ８

３２ １２ １２ ２０ １２ １２ ８

３３ １３ １３ ２１ １３ １３ ９

３４ １４ １４ ２２ １４ １４ ９

３５ １５ １５ ２３ １５ １５ ９

３６ １６ １６ ２４ １６ １６ ９

３７ １７ １７ ２５ １７ １７ ９

３８ １８ １８ ２６ １８ １８ ９

３９ １９ １９ ２７ １９ １９ １０

４０ ２０ ２０ ２８ ２０ ２０ １０

ニ 医療職給料表㈡昇格時号給対応表

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
一



４１ ２１ ２１ ２９ ２１ ２１ １０

４２ ２２ ２２ ３０ ２２ ２１ １０

４３ ２３ ２３ ３１ ２３ ２１ １０

４４ ２４ ２４ ３２ ２４ ２２ １０

４５ ２５ ２５ ３３ ２５ ２２ １１

４６ ２５ ２６ ３４ ２５ ２２ １１

４７ ２６ ２７ ３５ ２６ ２３ １１

４８ ２６ ２８ ３６ ２６ ２３ １１

４９ ２７ ２９ ３７ ２７ ２３ １１

５０ ２７ ３０ ３８ ２７ ２４ １１

５１ ２８ ３１ ３９ ２８ ２４ １２

５２ ２８ ３２ ４０ ２８ ２４ １２

５３ ２９ ３３ ４１ ２９ ２５ １２

５４ ２９ ３４ ４２ ２９ ２５ １２

５５ ３０ ３５ ４３ ３０ ２６ １２

５６ ３０ ３６ ４４ ３０ ２６ １２

５７ ３１ ３７ ４５ ３１ ２７ １２

５８ ３１ ３８ ４６ ３１ ２７ １２

５９ ３２ ３９ ４７ ３２ ２８ １２

６０ ３２ ４０ ４８ ３２ ２８ １２

６１ ３３ ４１ ４９ ３３ ２８ １２

６２ ３３ ４２ ５０ ３３ ２８

６３ ３４ ４３ ５１ ３３ ２８

６４ ３４ ４４ ５２ ３４ ２９

６５ ３５ ４５ ５３ ３４ ２９

６６ ３５ ４６ ５４ ３４ ２９

６７ ３６ ４７ ５５ ３５ ２９

６８ ３６ ４８ ５６ ３５ ２９

６９ ３７ ４９ ５７ ３５ ３０

７０ ３７ ４９ ５７ ３６ ３０

７１ ３８ ５０ ５８ ３６ ３０

７２ ３８ ５０ ５８ ３６ ３０

７３ ３９ ５１ ５９ ３７ ３０

７４ ３９ ５１ ５９ ３７ ３１

７５ ４０ ５２ ６０ ３７ ３１

７６ ４０ ５２ ６０ ３７ ３１

７７ ４１ ５３ ６１ ３８ ３１

７８ ４１ ５３ ６１ ３８ ３２

７９ ４１ ５３ ６２ ３８ ３２

８０ ４２ ５４ ６２ ３８ ３２

８１ ４２ ５４ ６３ ３９ ３３

８２ ４２ ５４ ６３ ３９ ３３

８３ ４３ ５５ ６４ ３９ ３３

８４ ４３ ５５ ６４ ３９ ３４

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

一
二



８５ ４３ ５５ ６５ ３９ ３４

８６ ５６ ６６ ４０ ３４

８７ ５６ ６７ ４０ ３５

８８ ５６ ６８ ４０ ３５

８９ ５６ ６９ ４０ ３５

９０ ５６ ６９ ４０

９１ ５７ ７０ ４１

９２ ５７ ７０ ４１

９３ ５７ ７０ ４１

９４ ５７ ７０ ４１

９５ ５７ ７０ ４１

９６ ５８ ７０ ４２

９７ ５８ ７０ ４２

９８ ５８ ７０ ４２

９９ ５８ ７０ ４２

１００ ５８ ７０ ４２

１０１ ５９ ７０ ４３

１０２ ５９ ７０

１０３ ５９ ７０

１０４ ５９ ７０

１０５ ５９ ７０

１０６ ７０

１０７ ７０

１０８ ７０

１０９ ７０

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
三



昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

３級 ４級 ５級 ６級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ １ １ １

７ １ １ １ １

８ １ １ １ １

９ １ １ １ １

１０ １ １ １ １

１１ １ １ １ １

１２ １ １ １ １

１３ １ １ １ １

１４ １ １ １ １

１５ １ １ １ １

１６ １ １ １ １

１７ １ １ １ １

１８ １ １ １ ２

１９ １ １ １ ３

２０ １ １ １ ４

２１ １ １ １ ５

２２ ２ ２ ２ ６

２３ ３ ３ ３ ７

２４ ４ ４ ４ ８

２５ ５ ５ ５ ９

２６ ６ ６ ６ １０

２７ ７ ７ ７ １１

２８ ８ ８ ８ １２

２９ ９ ９ ９ １３

３０ １０ １０ ９ １４

３１ １１ １１ １０ １５

３２ １２ １２ １０ １６

３３ １３ １３ １１ １７

３４ １３ １４ １１ １８

３５ １３ １５ １２ １９

３６ １４ １６ １２ ２０

３７ １４ １７ １３ ２１

３８ １４ １７ １３ ２２

３９ １５ １７ １４ ２３

４０ １５ １８ １４ ２４

ホ 海事職給料表昇格時号給対応表

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

一
四



４１ １５ １８ １５ ２５

４２ １６ １８ １５ ２５

４３ １６ １９ １６ ２５

４４ １６ １９ １６ ２５

４５ １７ １９ １７ ２６

４６ １７ ２０ １８ ２６

４７ １７ ２０ １９ ２６

４８ １７ ２０ ２０ ２６

４９ １７ ２１ ２１ ２７

５０ １８ ２１ ２１ ２７

５１ １８ ２１ ２２ ２７

５２ １８ ２２ ２２ ２７

５３ １８ ２２ ２３ ２８

５４ １８ ２２ ２３ ２８

５５ １９ ２２ ２４ ２８

５６ １９ ２３ ２４ ２８

５７ １９ ２３ ２５ ２９

５８ １９ ２３ ２５ ２９

５９ １９ ２３ ２５ ３０

６０ ２０ ２４ ２５ ３０

６１ ２０ ２４ ２６ ３１

６２ ２０ ２４ ２６ ３１

６３ ２０ ２４ ２６ ３２

６４ ２０ ２５ ２６ ３２

６５ ２１ ２５ ２７ ３２

６６ ２１ ２５ ２７ ３２

６７ ２２ ２６ ２７ ３２

６８ ２２ ２６ ２７ ３３

６９ ２３ ２７ ２８ ３３

７０ ２８ ３３

７１ ２８ ３３

７２ ２８ ３３

７３ ２９ ３４

７４ ２９ ３４

７５ ２９ ３４

７６ ２９ ３４

７７ ３０ ３４

７８ ３０ ３５

７９ ３０ ３５

８０ ３０ ３５

８１ ３０ ３６

８２ ３０

８３ ３１

８４ ３１

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
五



８５ ３１

８６ ３１

８７ ３１

８８ ３１

８９ ３２

９０ ３２

９１ ３２

９２ ３２

９３ ３２

９４ ３２

９５ ３３

９６ ３３

９７ ３３

９８ ３３

９９ ３４

１００ ３４

１０１ ３５

備考 ２級への昇格については、人事委員会の承認を得て決定される号給とする。

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

一
六



昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １ １ １

１０ ２ １ １ １ ２ １ １ １

１１ ３ １ １ １ ３ １ １ １

１２ ４ １ １ １ ４ １ １ １

１３ ５ １ １ １ ５ １ １ １

１４ ６ ２ １ １ ６ ２ １ ２

１５ ７ ３ １ １ ７ ３ １ ２

１６ ８ ４ １ １ ８ ４ １ ２

１７ ９ ５ １ １ ９ ５ １ ２

１８ １０ ６ １ １ １０ ６ ２ ３

１９ １１ ７ １ １ １１ ７ ３ ３

２０ １２ ８ １ １ １２ ８ ４ ３

２１ １３ ９ １ １ １３ ９ ５ ４

２２ １４ １０ ２ １ １４ １０ ６ ４

２３ １５ １１ ３ １ １５ １１ ７ ４

２４ １６ １２ ４ １ １６ １２ ８ ４

２５ １７ １３ ５ １ １７ １３ ９ ４

２６ １８ １４ ６ １ １８ １４ １０ ４

２７ １９ １５ ７ １ １９ １５ １１ ４

２８ ２０ １６ ８ １ ２０ １６ １２ ５

２９ ２１ １７ ９ １ ２１ １７ １３ ５

３０ ２２ １８ １０ ２ ２２ １８ １４ ５

３１ ２３ １９ １１ ３ ２３ １９ １５ ５

３２ ２４ ２０ １２ ４ ２４ ２０ １６ ５

３３ ２５ ２１ １３ ５ ２５ ２１ １７ ５

３４ ２６ ２２ １４ ６ ２６ ２２ １８ ５

３５ ２７ ２３ １５ ７ ２７ ２３ １９ ５

３６ ２８ ２４ １６ ８ ２８ ２４ ２０ ５

３７ ２９ ２５ １７ ９ ２９ ２５ ２１ ５

３８ ３０ ２６ １８ １０ ３０ ２６ ２２ ５

３９ ３１ ２７ １９ １１ ３１ ２７ ２３ ５

４０ ３２ ２８ ２０ １２ ３２ ２８ ２４ ５

ヘ 公安職給料表昇格時号給対応表

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
七



４１ ３３ ２９ ２１ １３ ３３ ２９ ２５ ５

４２ ３４ ３０ ２２ １４ ３４ ３０ ２５ ５

４３ ３５ ３１ ２３ １５ ３５ ３１ ２６ ５

４４ ３６ ３２ ２４ １６ ３６ ３２ ２６ ５

４５ ３７ ３３ ２５ １７ ３７ ３３ ２７ ５

４６ ３８ ３４ ２６ １８ ３８ ３４ ２７ ５

４７ ３９ ３５ ２７ １９ ３９ ３５ ２８ ５

４８ ４０ ３６ ２８ ２０ ４０ ３６ ２８ ５

４９ ４１ ３７ ２９ ２１ ４１ ３７ ２８ ５

５０ ４２ ３８ ３０ ２２ ４２ ３７ ２８

５１ ４３ ３９ ３１ ２３ ４３ ３７ ２８

５２ ４４ ４０ ３２ ２４ ４４ ３８ ２８

５３ ４５ ４１ ３３ ２５ ４５ ３８ ２８

５４ ４６ ４２ ３４ ２６ ４６ ３８ ２８

５５ ４７ ４３ ３５ ２７ ４７ ３９ ２８

５６ ４８ ４４ ３６ ２８ ４８ ３９ ２８

５７ ４９ ４５ ３７ ２９ ４９ ３９ ２９

５８ ５０ ４６ ３８ ３０ ５０ ４０ ２９

５９ ５１ ４７ ３９ ３１ ５１ ４０ ２９

６０ ５２ ４８ ４０ ３２ ５２ ４０ ２９

６１ ５３ ４９ ４１ ３３ ５３ ４０ ２９

６２ ５４ ５０ ４２ ３４ ５４ ４０ ２９

６３ ５５ ５１ ４３ ３５ ５５ ４０ ２９

６４ ５６ ５２ ４４ ３６ ５６ ４０ ２９

６５ ５７ ５３ ４５ ３７ ５７ ４０ ２９

６６ ５８ ５４ ４６ ３７ ５８ ４０ ２９

６７ ５９ ５５ ４７ ３８ ５９ ４０ ２９

６８ ６０ ５６ ４８ ３８ ６０ ４１ ３０

６９ ６１ ５７ ４９ ３９ ６０ ４１ ３０

７０ ６２ ５８ ４９ ３９ ６０ ４１ ３０

７１ ６３ ５９ ５０ ４０ ６１ ４１ ３１

７２ ６４ ６０ ５０ ４０ ６２ ４１ ３１

７３ ６５ ６１ ５１ ４１ ６３ ４１ ３１

７４ ６６ ６２ ５１ ４２ ６４ ４１

７５ ６７ ６３ ５２ ４３ ６５ ４１

７６ ６８ ６４ ５２ ４４ ６６ ４１

７７ ６９ ６５ ５３ ４５ ６７ ４１

７８ ６９ ６６ ５４ ４６ ６８ ４１

７９ ７０ ６７ ５５ ４７ ６９ ４１

８０ ７０ ６８ ５６ ４８ ７０ ４２

８１ ７１ ６９ ５７ ４９ ７１ ４２

８２ ７１ ７０ ５８ ４９ ７２ ４２

８３ ７２ ７１ ５９ ５０ ７３ ４３

８４ ７２ ７２ ６０ ５０ ７４ ４３

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

一
八



８５ ７３ ７３ ６１ ５１ ７５ ４３

８６ ７４ ７４ ６２ ５１ ７６

８７ ７５ ７５ ６３ ５２ ７７

８８ ７６ ７６ ６４ ５２ ７８

８９ ７７ ７７ ６５ ５３ ７９

９０ ７８ ７８ ６６ ５３

９１ ７９ ７９ ６７ ５３

９２ ８０ ８０ ６８ ５４

９３ ８１ ８１ ６９ ５４

９４ ８２ ８２ ７０ ５４

９５ ８３ ８３ ７１ ５５

９６ ８４ ８４ ７２ ５５

９７ ８５ ８５ ７３ ５５

９８ ８６ ８６ ７４ ５６

９９ ８７ ８７ ７５ ５６

１００ ８８ ８８ ７６ ５６

１０１ ８９ ８９ ７７ ５７

１０２ ９０ ８９ ７８ ５８

１０３ ９１ ９０ ７９ ５９

１０４ ９２ ９０ ８０ ６０

１０５ ９３ ９１ ８１ ６０

１０６ ９３ ９１ ８２ ６０

１０７ ９３ ９２ ８３ ６０

１０８ ９４ ９２ ８４ ６０

１０９ ９４ ９３ ８５ ６０

１１０ ９４ ９４ ８５ ６０

１１１ ９５ ９５ ８６ ６０

１１２ ９５ ９６ ８６ ６０

１１３ ９５ ９７ ８７ ６１

１１４ ９６ ９８ ８７ ６１

１１５ ９６ ９９ ８８ ６１

１１６ ９６ １００ ８８ ６１

１１７ ９７ １０１ ８９ ６１

１１８ ９７ １０１ ８９ ６１

１１９ ９８ １０１ ９０ ６１

１２０ ９８ １０２ ９０ ６１

１２１ ９９ １０２ ９１ ６１

１２２ ９９ １０２ ９１ ６１

１２３ １００ １０３ ９２ ６２

１２４ １００ １０３ ９２ ６２

１２５ １０１ １０３ ９２ ６３

１２６ １０４ ９２

１２７ １０４ ９２

１２８ １０４ ９２

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
九



１２９ １０５ ９２

１３０ １０５ ９２

１３１ １０５ ９２

１３２ １０６ ９２

１３３ １０６ ９３

１３４ １０６ ９３

１３５ １０７ ９３

１３６ １０７ ９３

１３７ １０７ ９３

１３８ １０８ ９４

１３９ １０８ ９５

１４０ １０８ ９６

１４１ １０９ ９６

１４２ １０９

１４３ １１０

１４４ １１０

１４５ １１１

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二
〇



昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 特２級 ３級 ４級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ １ １ １

７ １ １ １ １

８ １ １ １ １

９ １ １ １ １

１０ １ １ １ １

１１ １ １ １ １

１２ １ １ １ １

１３ １ １ １ １

１４ １ １ １ １

１５ １ １ １ １

１６ １ １ １ １

１７ １ １ １ １

１８ １ １ １ １

１９ １ １ １ １

２０ １ １ １ １

２１ １ １ １ １

２２ ２ １ １ １

２３ ３ １ １ １

２４ ４ １ １ １

２５ ５ １ １ １

２６ ６ １ １ １

２７ ７ １ １ １

２８ ８ １ １ １

２９ ９ １ １ １

３０ １０ １ １ １

３１ １１ １ １ １

３２ １２ １ １ １

３３ １３ １ １ １

３４ １４ １ １ １

３５ １５ １ １ １

３６ １６ １ １ １

３７ １７ １ １ １

３８ １８ ２ １ １

３９ １９ ３ １ １

４０ ２０ ４ １ １

ト 教育職給料表㈠昇格時号給対応表

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

二
一



４１ ２１ ５ １ １

４２ ２２ ６ １ ２

４３ ２３ ７ １ ３

４４ ２４ ８ １ ４

４５ ２５ ９ １ ５

４６ ２５ １０ １ ６

４７ ２６ １１ １ ７

４８ ２６ １２ １ ８

４９ ２７ １３ １ ９

５０ ２７ １４ １ ９

５１ ２８ １５ １ １０

５２ ２８ １６ １ １０

５３ ２９ １７ １ １１

５４ ２９ １８ １ １１

５５ ３０ １９ １ １２

５６ ３０ ２０ １ １２

５７ ３１ ２１ １ １３

５８ ３１ ２２ １ １３

５９ ３２ ２３ １ １４

６０ ３２ ２４ １ １４

６１ ３３ ２５ １ １５

６２ ３３ ２６ １

６３ ３４ ２７ １

６４ ３４ ２８ １

６５ ３５ ２９ １

６６ ３５ ３０ １

６７ ３６ ３１ １

６８ ３６ ３２ １

６９ ３７ ３３ １

７０ ３７ ３４ ２

７１ ３８ ３５ ３

７２ ３８ ３６ ４

７３ ３９ ３７ ５

７４ ３９ ３８ ６

７５ ４０ ３９ ７

７６ ４０ ４０ ８

７７ ４１ ４１ ９

７８ ４１ ４２ １０

７９ ４２ ４３ １１

８０ ４２ ４４ １２

８１ ４３ ４５ １３

８２ ４３ ４６ １４

８３ ４４ ４７ １５

８４ ４４ ４８ １６

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二
二



８５ ４５ ４９ １７

８６ ４５ ５０ １８

８７ ４６ ５１ １９

８８ ４６ ５２ ２０

８９ ４７ ５３ ２１

９０ ４７ ５４ ２２

９１ ４８ ５５ ２３

９２ ４８ ５６ ２４

９３ ４９ ５７ ２５

９４ ４９ ５８ ２６

９５ ５０ ５９ ２７

９６ ５０ ６０ ２８

９７ ５１ ６１ ２９

９８ ５１ ６２ ３０

９９ ５２ ６３ ３１

１００ ５２ ６４ ３２

１０１ ５３ ６５ ３３

１０２ ５３ ６６ ３３

１０３ ５４ ６７ ３４

１０４ ５４ ６８ ３４

１０５ ５５ ６９ ３５

１０６ ５５ ６９ ３５

１０７ ５６ ７０ ３６

１０８ ５６ ７０ ３６

１０９ ５７ ７１ ３７

１１０ ５７ ７１ ３７

１１１ ５７ ７２ ３８

１１２ ５７ ７２ ３８

１１３ ５８ ７３ ３９

１１４ ５８ ７３ ３９

１１５ ５８ ７４ ４０

１１６ ５８ ７４ ４０

１１７ ５９ ７５ ４１

１１８ ５９ ７５ ４１

１１９ ５９ ７６ ４１

１２０ ５９ ７６ ４１

１２１ ６０ ７７ ４１

１２２ ６０ ７７ ４１

１２３ ６０ ７７ ４１

１２４ ６０ ７７ ４２

１２５ ６１ ７７ ４２

１２６ ６１ ７８ ４２

１２７ ６１ ７８ ４２

１２８ ６１ ７８ ４２

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

二
三



１２９ ６１ ７８ ４２

１３０ ６１ ７８ ４２

１３１ ６２ ７９ ４３

１３２ ６２ ７９ ４３

１３３ ６２ ７９ ４３

１３４ ６２ ７９ ４３

１３５ ６２ ７９ ４３

１３６ ６２ ８０ ４３

１３７ ６３ ８０ ４３

１３８ ６３ ８０ ４３

１３９ ６３ ８０ ４３

１４０ ６３ ８０ ４３

１４１ ６３ ８１ ４３

１４２ ６３ ８１ ４３

１４３ ６４ ８２ ４４

１４４ ６４ ８２ ４４

１４５ ６４ ８３ ４４

１４６ ６４ ８３ ４４

１４７ ６４ ８３ ４４

１４８ ６４ ８３ ４４

１４９ ６５ ８３ ４５

１５０ ６５ ８３ ４５

１５１ ６６ ８３ ４６

１５２ ６６ ８３ ４６

１５３ ６７ ８４ ４７

備考 ３級の欄は２級から３級への昇格の場合に適用し、特２級から３級への昇格の場合の対応号給は、人事委員
会が別に定める。

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二
四



昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇 格 後 の 号 給

２級 特２級 ３級 ４級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ １ １ １

７ １ １ １ １

８ １ １ １ １

９ １ １ １ １

１０ ２ １ １ １

１１ ３ １ １ １

１２ ４ １ １ １

１３ ５ １ １ １

１４ ６ １ １ １

１５ ７ １ １ １

１６ ８ １ １ １

１７ ９ １ １ １

１８ １０ １ １ １

１９ １１ １ １ １

２０ １２ １ １ １

２１ １３ １ １ １

２２ １４ １ １ １

２３ １５ １ １ １

２４ １６ １ １ １

２５ １７ １ １ １

２６ １８ １ １ １

２７ １９ １ １ １

２８ ２０ １ １ １

２９ ２１ １ １ １

３０ ２２ １ １ １

３１ ２３ １ １ １

３２ ２４ １ １ １

３３ ２５ １ １ １

３４ ２６ １ １ １

３５ ２７ １ １ １

３６ ２８ １ １ １

３７ ２９ １ １ １

３８ ３０ １ １ １

３９ ３１ １ １ １

４０ ３２ １ １ １

チ 教育職給料表㈡昇格時号給対応表

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

二
五



４１ ３３ １ １ １

４２ ３４ １ １ １

４３ ３５ １ １ １

４４ ３６ １ １ １

４５ ３７ １ １ １

４６ ３７ １ １ １

４７ ３８ １ １ １

４８ ３８ １ １ １

４９ ３９ １ １ １

５０ ３９ ２ １ １

５１ ４０ ３ １ １

５２ ４０ ４ １ １

５３ ４１ ５ １ １

５４ ４１ ６ １ １

５５ ４２ ７ １ １

５６ ４２ ８ １ １

５７ ４３ ９ １ １

５８ ４３ １０ １ １

５９ ４４ １１ １ １

６０ ４４ １２ １ １

６１ ４５ １３ １ １

６２ ４５ １４ ２ ２

６３ ４６ １５ ３ ３

６４ ４６ １６ ４ ４

６５ ４７ １７ ５ ４

６６ ４７ １８ ６ ４

６７ ４８ １９ ７ ４

６８ ４８ ２０ ８ ４

６９ ４９ ２１ ９ ５

７０ ４９ ２２ １０ ５

７１ ５０ ２３ １１ ５

７２ ５０ ２４ １２ ５

７３ ５１ ２５ １３ ５

７４ ５１ ２６ １４ ６

７５ ５２ ２７ １５ ６

７６ ５２ ２８ １６ ６

７７ ５３ ２９ １７ ６

７８ ５３ ３０ １８ ６

７９ ５３ ３１ １９ ７

８０ ５４ ３２ ２０ ７

８１ ５４ ３３ ２１ ７

８２ ５４ ３４ ２２

８３ ５５ ３５ ２３

８４ ５５ ３６ ２４

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二
六



８５ ５５ ３７ ２５

８６ ５６ ３８ ２６

８７ ５６ ３９ ２７

８８ ５６ ４０ ２８

８９ ５７ ４１ ２９

９０ ５７ ４２ ３０

９１ ５８ ４３ ３１

９２ ５８ ４４ ３２

９３ ５９ ４５ ３３

９４ ５９ ４６ ３４

９５ ６０ ４７ ３５

９６ ６０ ４８ ３６

９７ ６１ ４９ ３７

９８ ６１ ５０ ３８

９９ ６１ ５１ ３９

１００ ６１ ５２ ４０

１０１ ６２ ５３ ４１

１０２ ６２ ５４ ４２

１０３ ６２ ５５ ４３

１０４ ６２ ５６ ４４

１０５ ６３ ５７ ４５

１０６ ６３ ５８ ４６

１０７ ６３ ５９ ４７

１０８ ６３ ６０ ４８

１０９ ６４ ６１ ４９

１１０ ６４ ６２ ４９

１１１ ６４ ６３ ５０

１１２ ６４ ６４ ５０

１１３ ６５ ６５ ５１

１１４ ６５ ６５ ５１

１１５ ６５ ６６ ５２

１１６ ６５ ６６ ５２

１１７ ６６ ６７ ５３

１１８ ６６ ６７ ５４

１１９ ６６ ６８ ５５

１２０ ６６ ６８ ５６

１２１ ６７ ６９ ５７

１２２ ６７ ７０ ５７

１２３ ６７ ７１ ５８

１２４ ６７ ７２ ５８

１２５ ６８ ７３ ５９

１２６ ７４ ５９

１２７ ７５ ６０

１２８ ７６ ６０

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

二
七



１２９ ７７ ６１

１３０ ７７ ６１

１３１ ７８ ６２

１３２ ７８ ６２

１３３ ７８ ６２

１３４ ７８ ６２

１３５ ７９ ６２

１３６ ７９ ６２

１３７ ７９ ６２

１３８ ７９ ６２

１３９ ８０ ６２

１４０ ８０ ６２

１４１ ８０ ６２

１４２ ８０ ６２

１４３ ８１ ６２

１４４ ８１ ６２

１４５ ８１ ６２

１４６ ８１ ６２

１４７ ８２ ６２

１４８ ８２ ６２

１４９ ８２ ６２

１５０ ８２ ６２

１５１ ８３ ６２

１５２ ８３ ６２

１５３ ８３ ６３

１５４ ８４ ６３

１５５ ８４ ６３

１５６ ８４ ６３

１５７ ８５ ６４

１５８ ８５ ６４

１５９ ８５ ６４

１６０ ８６ ６４

１６１ ８６ ６５

１６２ ８６ ６５

１６３ ８７ ６６

１６４ ８７ ６６

１６５ ８７ ６７

備考 ３級の欄は２級から３級への昇格の場合に適用し、特２級から３級への昇格の場合の対応号給は、人事委員
会が別に定める。

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

二
八



別
表
第
七
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

二
九



降格した日の
前日に受けて
いた号給

降 格 後 の 号 給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ ３３ ２１ ２１ ９ １３ １７ １２ １

２ ３３ ２２ ２２ １０ １４ １８ １７ ２

３ ３３ ２３ ２３ １１ １５ １９ ２１ ３

４ ３４ ２４ ２４ １２ １６ ２０ ２８ ４

５ ３５ ２５ ２５ １３ １７ ２２ ４５ ９

６ ３６ ２６ ２６ １４ １８ ２４ ４５ ９

７ ３８ ２７ ２７ １５ １９ ２６ ４５ ９

８ ３９ ２８ ２８ １６ ２０ ２８ ４５ ９

９ ４１ ２９ ２９ １７ ２１ ３０ ４５ ９

１０ ４２ ３０ ３０ １８ ２２ ３２

１１ ４３ ３１ ３１ １９ ２３ ３４

１２ ４４ ３２ ３２ ２０ ２４ ３６

１３ ４５ ３３ ３３ ２１ ２５ ４０

１４ ４６ ３４ ３４ ２２ ２６ ４４

１５ ４７ ３５ ３５ ２３ ２７ ６５

１６ ４８ ３６ ３６ ２４ ２８ ７２

１７ ４９ ３７ ３７ ２５ ２９ ７３

１８ ５０ ３８ ３８ ２６ ３０ ７３

１９ ５１ ３９ ３９ ２７ ３１ ７３

２０ ５２ ４０ ４０ ２８ ３２ ７３

２１ ５４ ４１ ４１ ２９ ３３ ７３

２２ ５６ ４２ ４２ ３０ ３４ ７３

２３ ５８ ４３ ４３ ３１ ３５ ７３

２４ ６０ ４４ ４４ ３２ ３６ ７３

２５ ６２ ４５ ４５ ３３ ３７ ７３

２６ ６４ ４６ ４６ ３４ ３８ ７３

２７ ６６ ４７ ４７ ３５ ３９ ７３

２８ ６８ ４８ ４８ ３６ ４０ ７３

２９ ７１ ４９ ４９ ３７ ４２ ７３

３０ ７４ ５０ ５０ ３８ ４４ ７３

３１ ７７ ５１ ５１ ３９ ４６ ７３

３２ ８０ ５２ ５２ ４０ ４８ ７３

３３ ８３ ５４ ５３ ４１ ５０ ７３

３４ ８６ ５６ ５４ ４２ ５２ ７３

３５ ８９ ５８ ５５ ４３ ５４ ７３

３６ ９２ ６０ ５６ ４４ ５６ ７３

３７ ９３ ６１ ５９ ４５ ５８ ７３

３８ ９３ ６２ ６２ ４６ ６８ ７３

３９ ９３ ６３ ６５ ４７ ８０ ７３

４０ ９３ ６４ ６８ ４８ ８４ ７３

別表第七の二 降格時号給対応表（第二十三条の二関係）
イ 行政職給料表降格時号給対応表

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

三
〇



４１ ９３ ６６ ７１ ４９ ８９ ７３

４２ ９３ ６８ ７４ ５０ ８９ ７３

４３ ９３ ７０ ７７ ５１ ８９ ７３

４４ ９３ ７２ ８０ ５２ ８９ ７３

４５ ９３ ７７ ８４ ５３ ８９ ７３

４６ ９３ ８２ ８８ ５４ ８９

４７ ９３ ８７ ９５ ５５ ８９

４８ ９３ ９２ １０２ ５６ ８９

４９ ９３ ９７ １０９ ５７ ８９

５０ ９３ １０２ １０９ ５８ ８９

５１ ９３ １０７ １０９ ５９ ８９

５２ ９３ １１６ １０９ ６０ ８９

５３ ９３ １２５ １０９ ６１ ８９

５４ ９３ １２５ １０９ ６２ ８９

５５ ９３ １２５ １０９ ６３ ８９

５６ ９３ １２５ １０９ ６４ ８９

５７ ９３ １２５ １０９ ６５ ８９

５８ ９３ １２５ １０９ ６６ ８９

５９ ９３ １２５ １０９ ６７ ８９

６０ ９３ １２５ １０９ ７２ ８９

６１ ９３ １２５ １０９ ７７ ８９

６２ ９３ １２５ １０９ ８０ ８９

６３ ９３ １２５ １０９ ８１ ８９

６４ ９３ １２５ １０９ ８２ ８９

６５ ９３ １２５ １０９ ８３ ８９

６６ ９３ １２５ １０９ ８４ ８９

６７ ９３ １２５ １０９ ８５ ８９

６８ ９３ １２５ １０９ ８６ ８９

６９ ９３ １２５ １０９ ８７ ８９

７０ ９３ １２５ １０９ ８８ ８９

７１ ９３ １２５ １０９ ８９ ８９

７２ ９３ １２５ １０９ ９０ ８９

７３ ９３ １２５ １０９ ９１ ８９

７４ ９３ １２５ １０９ ９２

７５ ９３ １２５ １０９ ９３

７６ ９３ １２５ １０９ ９３

７７ ９３ １２５ １０９ ９３

７８ ９３ １２５ １０９ ９３

７９ ９３ １２５ １０９ ９３

８０ ９３ １２５ １０９ ９３

８１ ９３ １２５ １０９ ９３

８２ ９３ １２５ １０９ ９３

８３ ９３ １２５ １０９ ９３

８４ ９３ １２５ １０９ ９３

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

三
一



８５ ９３ １２５ １０９ ９３

８６ ９３ １２５ １０９ ９３

８７ ９３ １２５ １０９ ９３

８８ ９３ １２５ １０９ ９３

８９ ９３ １２５ １０９ ９３

９０ ９３ １２５ １０９

９１ ９３ １２５ １０９

９２ ９３ １２５ １０９

９３ ９３ １２５ １０９

９４ ９３ １２５

９５ ９３ １２５

９６ ９３ １２５

９７ ９３ １２５

９８ ９３ １２５

９９ ９３ １２５

１００ ９３ １２５

１０１ ９３ １２５

１０２ ９３ １２５

１０３ ９３ １２５

１０４ ９３ １２５

１０５ ９３ １２５

１０６ ９３ １２５

１０７ ９３ １２５

１０８ ９３ １２５

１０９ ９３ １２５

１１０ ９３

１１１ ９３

１１２ ９３

１１３ ９３

１１４ ９３

１１５ ９３

１１６ ９３

１１７ ９３

１１８ ９３

１１９ ９３

１２０ ９３

１２１ ９３

１２２ ９３

１２３ ９３

１２４ ９３

１２５ ９３

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

三
二



降格した日の
前日に受けて
いた号給

降 格 後 の 号 給

１級 ２級 ３級 ４級

１ ２５ ４１ ２５ １２

２ ２６ ４２ ２６ １９

３ ２７ ４３ ２７ ２６

４ ２８ ４４ ２８ ３３

５ ２９ ４５ ２９ ４０

６ ３０ ４６ ３０ ４９

７ ３１ ４７ ３１ ５７

８ ３２ ４８ ３２ ５７

９ ３３ ５１ ３３ ５７

１０ ３４ ５４ ３４ ５７

１１ ３５ ５７ ３５ ５７

１２ ３６ ６０ ３６ ５７

１３ ３７ ６２ ３８ ５７

１４ ３８ ６４ ４０ ５７

１５ ３９ ６６ ４２

１６ ４０ ６８ ４４

１７ ４２ ７１ ４５

１８ ４４ ７４ ４６

１９ ４６ ７７ ４７

２０ ４８ ８０ ４８

２１ ４９ ８１ ５１

２２ ５０ ８２ ５４

２３ ５１ ８３ ５７

２４ ５２ ８４ ６０

２５ ５４ ８８ ６２

２６ ５６ ９２ ６６

２７ ５８ ９６ ６９

２８ ６０ １００ ７２

２９ ６３ １０３ ７５

３０ ６６ １０８ ７８

３１ ６９ １１３ ８１

３２ ７２ １１８ ８４

３３ ７４ １２１ ８５

３４ ７６ １２１ ８５

３５ ７８ １２１ ８５

３６ ８０ １２１ ８５

３７ ８２ １２１ ８５

３８ ８４ １２１ ８５

３９ ８６ １２１ ８５

４０ ８８ １２１ ８５

ロ 研究職給料表降格時号給対応表

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

三
三



４１ ９０ １２１ ８５

４２ ９２ １２１ ８５

４３ ９４ １２１ ８５

４４ ９６ １２１ ８５

４５ ９７ １２１ ８５

４６ ９８ １２１ ８５

４７ ９９ １２１ ８５

４８ １００ １２１ ８５

４９ １０１ １２１ ８５

５０ １０２ １２１ ８５

５１ １０３ １２１ ８５

５２ １０４ １２１ ８５

５３ １０７ １２１ ８５

５４ １１０ １２１ ８５

５５ １１３ １２１ ８５

５６ １１６ １２１ ８５

５７ １１８ １２１ ８５

５８ １２０ １２１

５９ １２１ １２１

６０ １２１ １２１

６１ １２１ １２１

６２ １２１ １２１

６３ １２１ １２１

６４ １２１ １２１

６５ １２１ １２１

６６ １２１ １２１

６７ １２１ １２１

６８ １２１ １２１

６９ １２１ １２１

７０ １２１ １２１

７１ １２１ １２１

７２ １２１ １２１

７３ １２１ １２１

７４ １２１ １２１

７５ １２１ １２１

７６ １２１ １２１

７７ １２１ １２１

７８ １２１ １２１

７９ １２１ １２１

８０ １２１ １２１

８１ １２１ １２１

８２ １２１ １２１

８３ １２１ １２１

８４ １２１ １２１

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

三
四



８５ １２１ １２１

８６ １２１

８７ １２１

８８ １２１

８９ １２１

９０ １２１

９１ １２１

９２ １２１

９３ １２１

９４ １２１

９５ １２１

９６ １２１

９７ １２１

９８ １２１

９９ １２１

１００ １２１

１０１ １２１

１０２ １２１

１０３ １２１

１０４ １２１

１０５ １２１

１０６ １２１

１０７ １２１

１０８ １２１

１０９ １２１

１１０ １２１

１１１ １２１

１１２ １２１

１１３ １２１

１１４ １２１

１１５ １２１

１１６ １２１

１１７ １２１

１１８ １２１

１１９ １２１

１２０ １２１

１２１ １２１

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

三
五



降格した日の
前日に受けて
いた号給

降 格 後 の 号 給

１級 ２級 ３級

１ ３３ ２１ ２３

２ ３４ ２２ ２６

３ ３５ ２３ ３０

４ ３６ ２４ ３３

５ ３７ ２５ ７３

６ ３８ ２６ ７３

７ ３９ ２７ ７３

８ ４０ ２８ ７３

９ ４１ ２９ ７３

１０ ４２ ３０ ７３

１１ ４３ ３１

１２ ４４ ３２

１３ ４７ ３３

１４ ５１ ３４

１５ ５５ ３５

１６ ５９ ３６

１７ ６２ ３７

１８ ６４ ３８

１９ ６５ ３９

２０ ６５ ４０

２１ ６５ ４２

２２ ６５ ４４

２３ ６５ ４６

２４ ６５ ４８

２５ ６５ ５０

２６ ６５ ５２

２７ ６５ ５４

２８ ６５ ５６

２９ ６５ ５９

３０ ６５ ６２

３１ ６５ ６５

３２ ６５ ７０

３３ ６５ ７５

３４ ６５ ８０

３５ ６５ ８５

３６ ６５ ８５

３７ ６５ ８５

３８ ６５ ８５

３９ ６５ ８５

４０ ６５ ８５

ハ 医療職給料表㈠降格時号給対応表

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

三
六



４１ ６５ ８５

４２ ６５ ８５

４３ ６５ ８５

４４ ６５ ８５

４５ ６５ ８５

４６ ６５ ８５

４７ ６５ ８５

４８ ６５ ８５

４９ ６５ ８５

５０ ６５ ８５

５１ ６５ ８５

５２ ６５ ８５

５３ ６５ ８５

５４ ６５ ８５

５５ ６５ ８５

５６ ６５ ８５

５７ ６５ ８５

５８ ６５ ８５

５９ ６５ ８５

６０ ６５ ８５

６１ ６５ ８５

６２ ６５ ８５

６３ ６５ ８５

６４ ６５ ８５

６５ ６５ ８５

６６ ６５ ８５

６７ ６５ ８５

６８ ６５ ８５

６９ ６５ ８５

７０ ６５ ８５

７１ ６５ ８５

７２ ６５ ８５

７３ ６５ ８５

７４ ６５

７５ ６５

７６ ６５

７７ ６５

７８ ６５

７９ ６５

８０ ６５

８１ ６５

８２ ６５

８３ ６５

８４ ６５

８５ ６５

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

三
七



降格した日の
前日に受けて
いた号給

降 格 後 の 号 給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ ２１ ２１ １３ ２１ ２１ ２１

２ ２２ ２２ １４ ２２ ２２ ２２

３ ２３ ２３ １５ ２３ ２３ ２３

４ ２４ ２４ １６ ２４ ２４ ２４

５ ２５ ２５ １７ ２５ ２５ ２６

６ ２６ ２６ １８ ２６ ２６ ２８

７ ２７ ２７ １９ ２７ ２７ ３０

８ ２８ ２８ ２０ ２８ ２８ ３２

９ ２９ ２９ ２１ ２９ ２９ ３８

１０ ３０ ３０ ２２ ３０ ３０ ４４

１１ ３１ ３１ ２３ ３１ ３１ ５０

１２ ３２ ３２ ２４ ３２ ３２ ６１

１３ ３３ ３３ ２５ ３３ ３３ ６１

１４ ３４ ３４ ２６ ３４ ３４ ６１

１５ ３５ ３５ ２７ ３５ ３５ ６１

１６ ３６ ３６ ２８ ３６ ３６ ６１

１７ ３７ ３７ ２９ ３７ ３７ ６１

１８ ３８ ３８ ３０ ３８ ３８ ６１

１９ ３９ ３９ ３１ ３９ ３９ ６１

２０ ４０ ４０ ３２ ４０ ４０ ６１

２１ ４１ ４１ ３３ ４１ ４３ ６１

２２ ４２ ４２ ３４ ４２ ４６ ６１

２３ ４３ ４３ ３５ ４３ ４９ ６１

２４ ４４ ４４ ３６ ４４ ５２ ６１

２５ ４６ ４５ ３７ ４６ ５４ ６１

２６ ４８ ４６ ３８ ４８ ５６ ６１

２７ ５０ ４７ ３９ ５０ ５８ ６１

２８ ５２ ４８ ４０ ５２ ６３ ６１

２９ ５４ ４９ ４１ ５４ ６８ ６１

３０ ５６ ５０ ４２ ５６ ７３ ６１

３１ ５８ ５１ ４３ ５８ ７７ ６１

３２ ６０ ５２ ４４ ６０ ８０ ６１

３３ ６２ ５３ ４５ ６３ ８３ ６１

３４ ６４ ５４ ４６ ６６ ８６ ６１

３５ ６６ ５５ ４７ ６９ ８９ ６１

３６ ６８ ５６ ４８ ７２ ８９ ６１

３７ ７０ ５７ ４９ ７６ ８９ ６１

３８ ７２ ５８ ５０ ８０ ８９

３９ ７４ ５９ ５１ ８５ ８９

４０ ７６ ６０ ５２ ９０ ８９

ニ 医療職給料表㈡降格時号給対応表

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

三
八



４１ ７９ ６１ ５３ ９５ ８９

４２ ８２ ６２ ５４ １００ ８９

４３ ８５ ６３ ５５ １０１ ８９

４４ ８５ ６４ ５６ １０１ ８９

４５ ８５ ６５ ５７ １０１ ８９

４６ ８５ ６６ ５８ １０１ ８９

４７ ８５ ６７ ５９ １０１ ８９

４８ ８５ ６８ ６０ １０１ ８９

４９ ８５ ７０ ６１ １０１ ８９

５０ ８５ ７２ ６２ １０１ ８９

５１ ８５ ７４ ６３ １０１ ８９

５２ ８５ ７６ ６４ １０１ ８９

５３ ８５ ７９ ６５ １０１ ８９

５４ ８５ ８２ ６６ １０１ ８９

５５ ８５ ８５ ６７ １０１ ８９

５６ ８５ ９０ ６８ １０１ ８９

５７ ８５ ９５ ７０ １０１ ８９

５８ ８５ １００ ７２ １０１ ８９

５９ ８５ １０５ ７４ １０１ ８９

６０ ８５ １０５ ７６ １０１ ８９

６１ ８５ １０５ ７８ １０１ ８９

６２ ８５ １０５ ８０ １０１

６３ ８５ １０５ ８２ １０１

６４ ８５ １０５ ８４ １０１

６５ ８５ １０５ ８５ １０１

６６ ８５ １０５ ８６ １０１

６７ ８５ １０５ ８７ １０１

６８ ８５ １０５ ８８ １０１

６９ ８５ １０５ ９０ １０１

７０ ８５ １０５ １０９ １０１

７１ ８５ １０５ １０９ １０１

７２ ８５ １０５ １０９ １０１

７３ ８５ １０５ １０９ １０１

７４ ８５ １０５ １０９ １０１

７５ ８５ １０５ １０９ １０１

７６ ８５ １０５ １０９ １０１

７７ ８５ １０５ １０９ １０１

７８ ８５ １０５ １０９ １０１

７９ ８５ １０５ １０９ １０１

８０ ８５ １０５ １０９ １０１

８１ ８５ １０５ １０９ １０１

８２ ８５ １０５ １０９ １０１

８３ ８５ １０５ １０９ １０１

８４ ８５ １０５ １０９ １０１

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

三
九



８５ ８５ １０５ １０９ １０１

８６ ８５ １０５ １０９ １０１

８７ ８５ １０５ １０９ １０１

８８ ８５ １０５ １０９ １０１

８９ ８５ １０５ １０９ １０１

９０ ８５ １０５ １０９

９１ ８５ １０５ １０９

９２ ８５ １０５ １０９

９３ ８５ １０５ １０９

９４ ８５ １０５ １０９

９５ ８５ １０５ １０９

９６ ８５ １０５ １０９

９７ ８５ １０５ １０９

９８ ８５ １０５ １０９

９９ ８５ １０５ １０９

１００ ８５ １０５ １０９

１０１ ８５ １０５ １０９

１０２ ８５ １０５

１０３ ８５ １０５

１０４ ８５ １０５

１０５ ８５ １０５

１０６ １０５

１０７ １０５

１０８ １０５

１０９ １０５ 大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

四
〇



降格した日の
前日に受けて
いた号給

降 格 後 の 号 給

２級 ３級 ４級 ５級

１ ２１ ２１ ２１ １７

２ ２２ ２２ ２２ １８

３ ２３ ２３ ２３ １９

４ ２４ ２４ ２４ ２０

５ ２５ ２５ ２５ ２１

６ ２６ ２６ ２６ ２２

７ ２７ ２７ ２７ ２３

８ ２８ ２８ ２８ ２４

９ ２９ ２９ ３０ ２５

１０ ３０ ３０ ３２ ２６

１１ ３１ ３１ ３４ ２７

１２ ３２ ３２ ３６ ２８

１３ ３５ ３３ ３８ ２９

１４ ３８ ３４ ４０ ３０

１５ ４１ ３５ ４２ ３１

１６ ４４ ３６ ４４ ３２

１７ ４９ ３９ ４５ ３３

１８ ５４ ４２ ４６ ３４

１９ ５９ ４５ ４７ ３５

２０ ６４ ４８ ４８ ３６

２１ ６６ ５１ ５０ ３７

２２ ６８ ５５ ５２ ３８

２３ ６９ ５９ ５４ ３９

２４ ６９ ６３ ５６ ４０

２５ ６９ ６６ ６０ ４４

２６ ６９ ６８ ６４ ４８

２７ ６９ ６９ ６８ ５２

２８ ６９ ６９ ７２ ５６

２９ ６９ ６９ ７６ ５８

３０ ６９ ６９ ８２ ６０

３１ ６９ ６９ ８８ ６２

３２ ６９ ６９ ９４ ６７

３３ ６９ ６９ ９８ ７２

３４ ６９ ６９ １００ ７７

３５ ６９ ６９ １０１ ８０

３６ ６９ ６９ １０１ ８１

３７ ６９ ６９ １０１ ８１

３８ ６９ ６９ １０１ ８１

３９ ６９ ６９ １０１ ８１

４０ ６９ ６９ １０１ ８１

ホ 海事職給料表降格時号給対応表

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

四
一



４１ ６９ ６９ １０１ ８１

４２ ６９ ６９ １０１ ８１

４３ ６９ ６９ １０１ ８１

４４ ６９ ６９ １０１ ８１

４５ ６９ ６９ １０１ ８１

４６ ６９ ６９ １０１ ８１

４７ ６９ ６９ １０１ ８１

４８ ６９ ６９ １０１ ８１

４９ ６９ ６９ １０１ ８１

５０ ６９ ６９ １０１ ８１

５１ ６９ ６９ １０１ ８１

５２ ６９ ６９ １０１ ８１

５３ ６９ ６９ １０１ ８１

５４ ６９ ６９ １０１ ８１

５５ ６９ ６９ １０１ ８１

５６ ６９ ６９ １０１ ８１

５７ ６９ ６９ １０１ ８１

５８ ６９ ６９ １０１ ８１

５９ ６９ ６９ １０１ ８１

６０ ６９ ６９ １０１ ８１

６１ ６９ ６９ １０１ ８１

６２ ６９ ６９ １０１

６３ ６９ ６９ １０１

６４ ６９ ６９ １０１

６５ ６９ ６９ １０１

６６ ６９ ６９ １０１

６７ ６９ ６９ １０１

６８ ６９ ６９ １０１

６９ ６９ ６９ １０１

７０ ６９ １０１

７１ ６９ １０１

７２ ６９ １０１

７３ ６９ １０１

７４ ６９ １０１

７５ ６９ １０１

７６ ６９ １０１

７７ ６９ １０１

７８ ６９ １０１

７９ ６９ １０１

８０ ６９ １０１

８１ ６９ １０１

８２ ６９

８３ ６９

８４ ６９

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

四
二



８５ ６９

８６ ６９

８７ ６９

８８ ６９

８９ ６９

９０ ６９

９１ ６９

９２ ６９

９３ ６９

９４ ６９

９５ ６９

９６ ６９

９７ ６９

９８ ６９

９９ ６９

１００ ６９

１０１ ６９

備考 １級への降格については、人事委員会の承認を得て決定される号給とする。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

四
三



降格した日の
前日に受けて
いた号給

降 格 後 の 号 給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ ９ １３ ２１ ２９ ９ １３ １７ １３

２ １０ １３ ２２ ３０ １０ １４ １８ １７

３ １０ １３ ２３ ３１ １１ １５ １９ ２０

４ １１ １４ ２４ ３２ １２ １６ ２０ ２７

５ １２ １５ ２５ ３３ １３ １７ ２１ ４９

６ １３ １６ ２６ ３４ １４ １８ ２２ ４９

７ １４ １７ ２７ ３５ １５ １９ ２３ ４９

８ １５ １８ ２８ ３６ １６ ２０ ２４ ４９

９ １６ １９ ２９ ３７ １７ ２１ ２５ ４９

１０ １７ ２０ ３０ ３８ １８ ２２ ２６

１１ １８ ２２ ３１ ３９ １９ ２３ ２７

１２ １９ ２３ ３２ ４０ ２０ ２４ ２８

１３ ２０ ２４ ３３ ４１ ２１ ２５ ２９

１４ ２１ ２５ ３４ ４２ ２２ ２６ ３０

１５ ２２ ２６ ３５ ４３ ２３ ２７ ３１

１６ ２３ ２７ ３６ ４４ ２４ ２８ ３２

１７ ２４ ２８ ３７ ４５ ２５ ２９ ３３

１８ ２５ ３０ ３８ ４６ ２６ ３０ ３４

１９ ２７ ３０ ３９ ４７ ２７ ３１ ３５

２０ ２８ ３２ ４０ ４８ ２８ ３２ ３６

２１ ２９ ３３ ４１ ４９ ２９ ３３ ３７

２２ ２９ ３４ ４２ ５０ ３０ ３４ ３８

２３ ３０ ３５ ４３ ５１ ３１ ３５ ３９

２４ ３１ ３６ ４４ ５２ ３２ ３６ ４０

２５ ３３ ３７ ４５ ５３ ３３ ３７ ４２

２６ ３３ ３８ ４６ ５４ ３４ ３８ ４４

２７ ３４ ３９ ４７ ５５ ３５ ３９ ４６

２８ ３５ ４０ ４８ ５６ ３６ ４０ ５６

２９ ３７ ４１ ４９ ５７ ３７ ４１ ６７

３０ ３８ ４２ ５０ ５８ ３８ ４２ ７０

３１ ３９ ４３ ５１ ５９ ３９ ４３ ７３

３２ ４０ ４４ ５２ ６０ ４０ ４４ ７３

３３ ４１ ４５ ５３ ６１ ４１ ４５ ７３

３４ ４２ ４６ ５４ ６２ ４２ ４６ ７３

３５ ４３ ４７ ５５ ６３ ４３ ４７ ７３

３６ ４４ ４８ ５６ ６４ ４４ ４８ ７３

３７ ４５ ４９ ５７ ６６ ４５ ５１ ７３

３８ ４６ ５０ ５８ ６８ ４６ ５４ ７３

３９ ４７ ５１ ５９ ７０ ４７ ５７ ７３

４０ ４８ ５２ ６０ ７２ ４８ ６７ ７３

ヘ 公安職給料表降格時号給対応表

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

四
四



４１ ４９ ５３ ６１ ７３ ４９ ７９ ７３

４２ ５０ ５４ ６２ ７４ ５０ ８２ ７３

４３ ５１ ５５ ６３ ７５ ５１ ８５ ７３

４４ ５２ ５６ ６４ ７６ ５２ ８５ ７３

４５ ５３ ５７ ６５ ７７ ５３ ８５ ７３

４６ ５４ ５８ ６６ ７８ ５４ ８５ ７３

４７ ５５ ５９ ６７ ７９ ５５ ８５ ７３

４８ ５６ ６０ ６８ ８０ ５６ ８５ ７３

４９ ５７ ６１ ７０ ８２ ５７ ８５ ７３

５０ ５８ ６２ ７２ ８４ ５８ ８５

５１ ５９ ６３ ７４ ８６ ５９ ８５

５２ ６０ ６４ ７６ ８８ ６０ ８５

５３ ６１ ６５ ７７ ９１ ６１ ８５

５４ ６２ ６６ ７８ ９４ ６２ ８５

５５ ６３ ６７ ７９ ９７ ６３ ８５

５６ ６４ ６８ ８０ １００ ６４ ８５

５７ ６５ ６９ ８１ １０１ ６５ ８５

５８ ６６ ７０ ８２ １０２ ６６ ８５

５９ ６７ ７１ ８３ １０３ ６７ ８５

６０ ６８ ７２ ８４ １１２ ７０ ８５

６１ ６９ ７３ ８５ １２２ ７１ ８５

６２ ７０ ７４ ８６ １２４ ７２ ８５

６３ ７１ ７５ ８７ １２５ ７３ ８５

６４ ７２ ７６ ８８ １２５ ７４ ８５

６５ ７３ ７７ ８９ １２５ ７５ ８５

６６ ７４ ７８ ９０ １２５ ７６ ８５

６７ ７５ ７９ ９１ １２５ ７７ ８５

６８ ７６ ８０ ９２ １２５ ７８ ８５

６９ ７８ ８１ ９３ １２５ ７９ ８５

７０ ８０ ８２ ９４ １２５ ８０ ８５

７１ ８２ ８３ ９５ １２５ ８１ ８５

７２ ８４ ８４ ９６ １２５ ８２ ８５

７３ ８５ ８５ ９７ １２５ ８３ ８５

７４ ８６ ８６ ９８ １２５ ８４

７５ ８７ ８７ ９９ １２５ ８５

７６ ８８ ８８ １００ １２５ ８６

７７ ８９ ８９ １０１ １２５ ８７

７８ ９０ ９０ １０２ １２５ ８８

７９ ９１ ９１ １０３ １２５ ８９

８０ ９２ ９２ １０４ １２５ ８９

８１ ９３ ９３ １０５ １２５ ８９

８２ ９４ ９４ １０６ １２５ ８９

８３ ９５ ９５ １０７ １２５ ８９

８４ ９６ ９６ １０８ １２５ ８９

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

四
五



８５ ９７ ９７ １１０ １２５ ８９

８６ ９８ ９８ １１２ １２５

８７ ９９ ９９ １１４ １２５

８８ １００ １００ １１６ １２５

８９ １０１ １０２ １１８ １２５

９０ １０２ １０４ １２０

９１ １０３ １０６ １２２

９２ １０４ １０８ １３２

９３ １０７ １０９ １３７

９４ １１０ １１０ １３８

９５ １１３ １１１ １３９

９６ １１６ １１２ １４１

９７ １１８ １１３ １４１

９８ １２０ １１４ １４１

９９ １２２ １１５ １４１

１００ １２４ １１６ １４１

１０１ １２５ １１９ １４１

１０２ １２５ １２２ １４１

１０３ １２５ １２５ １４１

１０４ １２５ １２８ １４１

１０５ １２５ １３１ １４１

１０６ １２５ １３４ １４１

１０７ １２５ １３７ １４１

１０８ １２５ １４０ １４１

１０９ １２５ １４２ １４１

１１０ １２５ １４４ １４１

１１１ １２５ １４５ １４１

１１２ １２５ １４５ １４１

１１３ １２５ １４５ １４１

１１４ １２５ １４５ １４１

１１５ １２５ １４５ １４１

１１６ １２５ １４５ １４１

１１７ １２５ １４５ １４１

１１８ １２５ １４５ １４１

１１９ １２５ １４５ １４１

１２０ １２５ １４５ １４１

１２１ １２５ １４５ １４１

１２２ １２５ １４５ １４１

１２３ １２５ １４５ １４１

１２４ １２５ １４５ １４１

１２５ １２５ １４５ １４１

１２６ １２５ １４５

１２７ １２５ １４５

１２８ １２５ １４５

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
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１２９ １２５ １４５

１３０ １２５ １４５

１３１ １２５ １４５

１３２ １２５ １４５

１３３ １２５ １４５

１３４ １２５ １４５

１３５ １２５ １４５

１３６ １２５ １４５

１３７ １２５ １４５

１３８ １２５ １４５

１３９ １２５ １４５

１４０ １２５ １４５

１４１ １２５ １４５

１４２ １２５

１４３ １２５

１４４ １２５

１４５ １２５

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

四
七



降格した日の
前日に受けて
いた号給

降 格 後 の 号 給

１級 ２級（甲） ２級（乙） ３級

１ ２１ ３７ ６９ ４１

２ ２２ ３８ ７０ ４２

３ ２３ ３９ ７１ ４３

４ ２４ ４０ ７２ ４４

５ ２５ ４１ ７３ ４５

６ ２６ ４２ ７４ ４６

７ ２７ ４３ ７５ ４７

８ ２８ ４４ ７６ ４８

９ ２９ ４５ ７７ ５０

１０ ３０ ４６ ７８ ５２

１１ ３１ ４７ ７９ ５４

１２ ３２ ４８ ８０ ５６

１３ ３３ ４９ ８１ ５８

１４ ３４ ５０ ８２ ６０

１５ ３５ ５１ ８３ ６１

１６ ３６ ５２ ８４ ６１

１７ ３７ ５３ ８５ ６１

１８ ３８ ５４ ８６ ６１

１９ ３９ ５５ ８７ ６１

２０ ４０ ５６ ８８ ６１

２１ ４１ ５７ ８９ ６１

２２ ４２ ５８ ９０

２３ ４３ ５９ ９１

２４ ４４ ６０ ９２

２５ ４６ ６１ ９３

２６ ４８ ６２ ９４

２７ ５０ ６３ ９５

２８ ５２ ６４ ９６

２９ ５４ ６５ ９７

３０ ５６ ６６ ９８

３１ ５８ ６７ ９９

３２ ６０ ６８ １００

３３ ６２ ６９ １０２

３４ ６４ ７０ １０４

３５ ６６ ７１ １０６

３６ ６８ ７２ １０８

３７ ７０ ７３ １１０

３８ ７２ ７４ １１２

３９ ７４ ７５ １１４

４０ ７６ ７６ １１６

ト 教育職給料表㈠降格時号給対応表

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

四
八



４１ ７８ ７７ １２３

４２ ８０ ７８ １３０

４３ ８２ ７９ １４２

４４ ８４ ８０ １４８

４５ ８６ ８１ １５０

４６ ８８ ８２ １５２

４７ ９０ ８３ １５３

４８ ９２ ８４ １５３

４９ ９４ ８５ １５３

５０ ９６ ８６ １５３

５１ ９８ ８７ １５３

５２ １００ ８８ １５３

５３ １０２ ８９ １５３

５４ １０４ ９０ １５３

５５ １０６ ９１ １５３

５６ １０８ ９２ １５３

５７ １１２ ９３ １５３

５８ １１６ ９４ １５３

５９ １２０ ９５ １５３

６０ １２４ ９６ １５３

６１ １３０ ９７ １５３

６２ １３６ ９８

６３ １４２ ９９

６４ １４８ １００

６５ １５０ １０１

６６ １５２ １０２

６７ １５３ １０３

６８ １５３ １０４

６９ １５３ １０６

７０ １５３ １０８

７１ １５３ １１０

７２ １５３ １１２

７３ １５３ １１４

７４ １５３ １１６

７５ １５３ １１８

７６ １５３ １２０

７７ １５３ １２５

７８ １５３ １３０

７９ １５３ １３５

８０ １５３ １４０

８１ １５３ １４２

８２ １５３ １４４

８３ １５３ １５２

８４ １５３ １５３

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

四
九



８５ １５３ １５３

８６ １５３ １５３

８７ １５３ １５３

８８ １５３ １５３

８９ １５３ １５３

９０ １５３ １５３

９１ １５３ １５３

９２ １５３ １５３

９３ １５３ １５３

９４ １５３ １５３

９５ １５３ １５３

９６ １５３ １５３

９７ １５３ １５３

９８ １５３ １５３

９９ １５３ １５３

１００ １５３ １５３

１０１ １５３ １５３

１０２ １５３ １５３

１０３ １５３ １５３

１０４ １５３ １５３

１０５ １５３ １５３

１０６ １５３

１０７ １５３

１０８ １５３

１０９ １５３

１１０ １５３

１１１ １５３

１１２ １５３

１１３ １５３

１１４ １５３

１１５ １５３

１１６ １５３

１１７ １５３

１１８ １５３

１１９ １５３

１２０ １５３

１２１ １５３

１２２ １５３

１２３ １５３

１２４ １５３

１２５ １５３

１２６ １５３

１２７ １５３

１２８ １５３

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

五
〇



１２９ １５３

１３０ １５３

１３１ １５３

１３２ １５３

１３３ １５３

１３４ １５３

１３５ １５３

１３６ １５３

１３７ １５３

１３８ １５３

１３９ １５３

１４０ １５３

１４１ １５３

１４２ １５３

１４３ １５３

１４４ １５３

１４５ １５３

１４６ １５３

１４７ １５３

１４８ １５３

１４９ １５３

１５０ １５３

１５１ １５３

１５２ １５３

１５３ １５３

備考 ２級（甲）の欄は特２級から２級への降格の場合に適用し、２級（乙）の欄は３級から２級への降格の場合
に適用し、３級から特２級への降格の場合の対応号給は、人事委員会が別に定める。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

五
一



降格した日の
前日に受けて
いた号給

降 格 後 の 号 給

１級 ２級（甲） ２級（乙） ３級

１ ９ ４９ ６１ ６１

２ １０ ５０ ６２ ６２

３ １０ ５１ ６３ ６３

４ １１ ５２ ６４ ６８

５ １２ ５３ ６５ ７３

６ １３ ５４ ６６ ７８

７ １４ ５５ ６７ ８１

８ １５ ５６ ６８ ８１

９ １７ ５７ ６９ ８１

１０ １８ ５８ ７０ ８１

１１ １９ ５９ ７１ ８１

１２ ２０ ６０ ７２ ８１

１３ ２１ ６１ ７３ ８１

１４ ２２ ６２ ７４ ８１

１５ ２３ ６３ ７５ ８１

１６ ２４ ６４ ７６ ８１

１７ ２５ ６５ ７７ ８１

１８ ２６ ６６ ７８ ８１

１９ ２７ ６７ ７９ ８１

２０ ２８ ６８ ８０ ８１

２１ ２９ ６９ ８１ ８１

２２ ３０ ７０ ８２

２３ ３１ ７１ ８３

２４ ３２ ７２ ８４

２５ ３３ ７３ ８５

２６ ３４ ７４ ８６

２７ ３５ ７５ ８７

２８ ３６ ７６ ８８

２９ ３７ ７７ ８９

３０ ３８ ７８ ９０

３１ ３９ ７９ ９１

３２ ４０ ８０ ９２

３３ ４１ ８１ ９３

３４ ４２ ８２ ９４

３５ ４３ ８３ ９５

３６ ４４ ８４ ９６

３７ ４６ ８５ ９７

３８ ４８ ８６ ９８

３９ ５０ ８７ ９９

４０ ５２ ８８ １００

チ 教育職給料表㈡降格時号給対応表

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

五
二



４１ ５４ ８９ １０１

４２ ５６ ９０ １０２

４３ ５８ ９１ １０３

４４ ６０ ９２ １０４

４５ ６２ ９３ １０５

４６ ６４ ９４ １０６

４７ ６６ ９５ １０７

４８ ６８ ９６ １０８

４９ ７０ ９７ １１０

５０ ７２ ９８ １１２

５１ ７４ ９９ １１４

５２ ７６ １００ １１６

５３ ７９ １０１ １１７

５４ ８２ １０２ １１８

５５ ８５ １０３ １１９

５６ ８８ １０４ １２０

５７ ９０ １０５ １２２

５８ ９２ １０６ １２４

５９ ９４ １０７ １２６

６０ ９６ １０８ １２８

６１ １００ １０９ １３０

６２ １０４ １１０ １５２

６３ １０８ １１１ １５６

６４ １１２ １１２ １６０

６５ １１６ １１４ １６２

６６ １２０ １１６ １６４

６７ １２４ １１８ １６５

６８ １２５ １２０ １６５

６９ １２５ １２１ １６５

７０ １２５ １２２ １６５

７１ １２５ １２３ １６５

７２ １２５ １２４ １６５

７３ １２５ １２５ １６５

７４ １２５ １２６ １６５

７５ １２５ １２７ １６５

７６ １２５ １２８ １６５

７７ １２５ １３０ １６５

７８ １２５ １３４ １６５

７９ １２５ １３８ １６５

８０ １２５ １４２ １６５

８１ １２５ １４６ １６５

８２ １２５ １５０

８３ １２５ １５３

８４ １２５ １５６

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

五
三



８５ １２５ １５９

８６ １２５ １６２

８７ １２５ １６５

８８ １２５ １６５

８９ １２５ １６５

９０ １２５ １６５

９１ １２５ １６５

９２ １２５ １６５

９３ １２５ １６５

９４ １２５ １６５

９５ １２５ １６５

９６ １２５ １６５

９７ １２５ １６５

９８ １２５ １６５

９９ １２５ １６５

１００ １２５ １６５

１０１ １２５ １６５

１０２ １２５ １６５

１０３ １２５ １６５

１０４ １２５ １６５

１０５ １２５ １６５

１０６ １２５

１０７ １２５

１０８ １２５

１０９ １２５

１１０ １２５

１１１ １２５

１１２ １２５

１１３ １２５

１１４ １２５

１１５ １２５

１１６ １２５

１１７ １２５

１１８ １２５

１１９ １２５

１２０ １２５

１２１ １２５

１２２ １２５

１２３ １２５

１２４ １２５

１２５ １２５

１２６ １２５

１２７ １２５

１２８ １２５

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

五
四



１２９ １２５

１３０ １２５

１３１ １２５

１３２ １２５

１３３ １２５

１３４ １２５

１３５ １２５

１３６ １２５

１３７ １２５

１３８ １２５

１３９ １２５

１４０ １２５

１４１ １２５

１４２ １２５

１４３ １２５

１４４ １２５

１４５ １２５

１４６ １２５

１４７ １２５

１４８ １２５

１４９ １２５

１５０ １２５

１５１ １２５

１５２ １２５

１５３ １２５

１５４ １２５

１５５ １２５

１５６ １２５

１５７ １２５

１５８ １２５

１５９ １２５

１６０ １２５

１６１ １２５

１６２ １２５

１６３ １２５

１６４ １２５

１６５ １２５

備考 ２級（甲）の欄は特２級から２級への降格の場合に適用し、２級（乙）の欄は３級から２級への降格の場合
に適用し、３級から特２級への降格の場合の対応号給は、人事委員会が別に定める。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

五
五



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

地
方
税
共
同
機
構

別
表
第
七
の
三
の
昇
給
の
号
給
数
の
項
中
「
六
以
上
」
の
下
に
「
（
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
第
三
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、

二
）
」
を
加
え
、
「
四
以
上
五
以
下
」
を
「
一
」
に
、
「
三
）
」
を
「
〇
）
」
に
、
「
一
以
上
二
以
下
」
を

「
〇
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
中
「
第
七
条
第
六
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
第
一
号
」
に
、
「
同
項
」
を

「
同
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
の
号
給
の
特
例
）

２

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
又
は
降
格
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
昇
格
等
」
と
い
う
。
）
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
等
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が

切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
を
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
海
事
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
初
任
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

切
替
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
り
、
海
事
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
と
な
っ
た
も
の
の
う
ち
、

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
改
正
後
の
規
則
別
表
第
二
に
定
め
る
級
別
資
格
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
が
「
各

手
」
又
は
「
各
員
」
で
あ
る
者
の
初
任
給
と
し
て
受
け
る
号
給
の
決
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委

員
会
が
定
め
る
。

（
雑
則
）

４

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め

る
。

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
二
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
遠
隔
教
育
配
信
セ
ン
タ
ー
並
び
に
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
の
項
中
「
一
般
財
団
法
人
日
中
経
済
協
会
」
を
「
一
般
財
団

法
人
ダ
ム
技
術
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

五
六


